
秋 田県立秋田工業高等学校ラグビー後援会会則
(平 成 26年 5月 改正 )

第 1条  本会は秋 田県立秋 田工業高等学校 ラグビー後援会 と称 し事務所を学校に置 く。

第 2条  本会は秋 田県立秋 田工業高等学校 ラグビー部を支援することを目的 とす る。

第 3条  本会は前条の 目的を達成す るため次の事業を行な う。

①選手の激励会        ②新入部員の歓迎会

③部活動の支援        ④会報の発行

⑤その他必要 と認 められ る事項

第 4条  本会は、次の会員を以つて組織す る。

①本会の趣 旨に賛同す る者

② ラグビー部員の保護者

第 6条  本会には次の役員をお く。

①会長  1名    ②副会長 若干名   ③顧問 若干名

④参与 若干名   ⑤幹事長  1名    ⑥副幹事長 若千名

⑦幹事  若千名   ③監事  2名

第 6条  役員は、総会によつて選出する。

①会長、副会長、常任幹事、幹事、監事は、総会において選出す る。

②幹事長、日l幹 事長は幹事の中よ り互選す る。

③顧蘭および参与は本会 に協力する著および功労者の中より会長が委嘱す る。

④保護者部会、ROB会 から副会長お よび副幹事長 を選出す るもの とす る。

第 7条  役員の任務は次の通 り定める。

①会長は会務 を総理 し本会を代表す る。

②高1会 長は会長を補佐 し、会長が事故ある時は之を代行す る。

③幹事長は幹事会を代表す る。

④融幹事長は幹事長を補佐 し、本会活動の運営に当たる。

⑤  幹事は幹事会 を組織 し会の企画 。実行に当たる。

③監事は会務お よび会計事務を監査す る。

第 8条  役員の任期は 2年 とす る。

ただ し、学校、保護者部会、ROB会 等に役員の変更があつた場合、その任期

は残任期間 とす る。

第 9条  本会の会議は次の通 り定める。

①通常総会は毎年 5月 に開催 し、決算 。事業計画・予算́その他必要なる事項を

審議す る。

②臨時総会は必要に応 じて会長の招集 によつて開催す る。

③役員会および幹事会は必要に応 じて開催す る。

第 10条  本会に部会を置 くことができる。部会に部会長 を置 く。

第11条  本会の経費は会費並びに寄付金による。

第 12条  本 会 の会 費 l‐l総会 の 定 め る と ころに よる。

①個人会費  年額 5,000円
②団体会費  年額  1目  10,000円  1日 以上

3条  本会 の事業年度は、 4月 1日 か ら翌年 3月 31日 まで とす る。

則  本会則 は平成 26年 5月 11日 よ り施行す る。
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